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株主の皆様へ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社は2024年11月30日をもちまして、第74期事業年度（2023年12月１日

から2024年11月30日まで）を終了いたしましたので、ここに当期の事業報告書を

お届けし、その概況をご報告申しあげます。

　今後とも、皆様の一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申しあげます。

　2025年２月

代表取締役社長　栃 本　泰 浩
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１．企業集団の現況
　⑴　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府による各種政策の効果もあ
り、雇用情勢や所得環境はともに改善され、緩やかな回復基調で推移しました。
　しかしながら、中東情勢の地政学的リスクやウクライナの戦争の長期化、
エネルギー価格・原材料価格の高止まり、欧米における高い金利水準の継続、
中国経済の先行き懸念等、世界経済の先行きは依然として不透明な状況が続
いております。
　自然災害の激甚化・頻発化やインフラの老朽化、二酸化炭素排出量削減、
防衛力増強等は我が国が直面する内外の重要問題です。建設コンサルタント
及び地質調査業界におきましては、国土強靭化のための５カ年加速化対策後
もこれらを継続的・安定的に推進する「改正国土強靭化基本法」が一昨年成
立し、また再生可能エネルギーを担う洋上風力発電事業及び防衛施設増強の
ための整備事業も精力的に行われており、国内公共事業を取り巻く環境はお
おむね順調に推移するものと予想されます。
　こうした状況の中、当社グループはコア技術を活かした点検、診断、維持
対策工法検討など予防保全業務に注力するとともに、地質リスクに対応した
保有・先端技術を活かした提案力をもって、国土強靭化推進業務をはじめと
する自然災害・防災関連等の業務、道路・下水道維持管理をはじめとするイ
ンフラメンテナンス業務、再生可能エネルギー、海洋資源開発等、関連業務
に全社員協力一致のもと取り組んだ結果、当連結会計年度の経営成績は、次
のとおりとなりました。
　受注高は117億89百万円（前期比22.6％増）、売上高は95億59百万円（前期
比2.9％増）、営業利益は４億31百万円（前期比272.8％増）、経常利益は５億20
百万円（前期比172.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は３億53百万
円（前期比124.2％増）となりました。

第74期事業報告
2023年12月１日から〔2024年11月30日まで〕
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　（対象区分別の売上構成） （単位：千円）

事業の内容 対象区分 内　　　　　　　容 金　　額 構成比

地 質 調 査

土 質 調 査

環 境 調 査

防 災 調 査

海 洋 調 査

測 量

建 設 計 画

設 計

施 工 管 理

工 事

治山・治水
農林・水産

河川・ダム・砂防・治山・海岸・地すべ
り・急傾斜・農地造成・干拓・埋め立
て・農業水路・農道・林道・漁港・漁場 2,035,212

％
21.29

運 輸 施 設
上 下 水 道
情 報 通 信

道路・鉄道・橋梁・トンネル・港湾・空
港・浚渫・人工島・上下水道・情報・通
信

4,159,584 43.51

建築・土地
造成

超高層建物・一般建築物・鉄塔・レ
ジャー施設・地域再開発・土地造成 438,568 4.59

エネルギー
・資源

発電所・送電・備蓄施設・地熱エネル
ギー・自然エネルギー・水資源・温泉・
鉱床・海底資源

2,226,119 23.29

環 境
災 害
保 全

土壌・騒音・振動・水質・大気・動植物
生態調査・廃棄物処理施設・地盤沈下・
地震災害・火山災害

600,194 6.28

そ の 他 遺跡・埋蔵文化財・学術調査・基礎調
査・その他 99,756 1.04

合　　　　　　　　　計 9,559,436 100.00

　⑵　設 備 投 資 の 状 況
　当連結会計年度において実施いたしました、当社グループの設備投資の総
額は196,672千円で、その主なものは事務所内改修工事であります。

　⑶　資 金 調 達 の 状 況
　特記事項はありません。

　⑷　重 要 な 組 織 再 編 等 の 状 況
　特記事項はありません。
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　⑸　対 処 す べ き 課 題
①　第74期の業績レビュー

　 第５次中期経営計画の第72期から第74期の業績は下表のとおりで、第74
期は計画ならびに前期に対して増収・増益となりました。そして第５次
中期経営計画の目標である売上86億円、営業利益3.85億円、営業利益率
4.50％を上回りました。前期に引き続き受注環境は芳しくなかったものの、
防衛省の大型業務の施工に伴い大きな利益を得たことが大きな要因とな
りました。

（第72～74期の業績レビュー） 
売上高（円） 営業利益（円） 当期純利益（円）

計画 実績 達成率 計画 実績 達成率 売上比 実績
72
期 84.8億 93.8億 110.7％ 3.22億 5.15億 160.2％ 5.50％ 3.30億

73
期 86.1億 92.9億 107.9％ 2.62億 1.15億 44.2％ 1.24％ 1.57億

74
期 93.0億 95.5億 102.8％ 3.90億 4.31億 110.5％ 4.51％ 3.53億

（注）  第73期連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第73期以降は連結計算書類
に計上した金額を記載しております。

②　第５次中期経営計画の取り組み
　 企業価値を向上させて将来に亘って安定した利益を確保し持続的に発展

していけるよう、下表に示す中・長期ビジョンを定め、具体的な改善に
取り組むことでサスティナビリティ経営の推進に努めてきました。

（第５次中期経営計画の取り組み（第72～74期）） 
ビジョン 取組み 内容

経営基盤の
強化

人材確保 新卒採用維持、中途採用強化、定年延長
ダイバーシティ 次世代育成推進、女性活躍推進
ＩＲ強化 ホームページ拡充、個人投資家説明会、大谷展示室公開
ＢＣＰ対策強化 ＢＣＰガイドライン、備蓄食料、防災訓練、都一斉帰宅抑制
ＤＸ推進 業務の効率化・省人化、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用等

技術力向上 人材育成 基礎研修・専門研修拡充、社内インターンシップ、外部出向
研究開発促進 微動アレイ探査、ＩＣＴ岩盤観察、ＡＩ能力向上等

組織体制・事
業活動の改善

人事制度改訂 マネジメント強化、貢献度・成長度の適切な評価
事業領域拡大 コンサル業務対応強化、Ｍ＆Ａ
成長分野強化 再エネ事業（洋上風力発電）、老朽化インフラ整備事業

イ　得意分野に係る斜面や堤防の解析・設計等の業務量拡大・利益確保
第71期以降、対象業務の全体に占める割合は売上高で18～20％、粗利
益で22～24％を維持しています。コンサル業務の原価率は業務全体に
比べて平均的に５～７％低く、また市場環境がより安定しています。
一定の売上と利益を維持したものの、増収・増益には至っておらず、
引き続き、コンサル業務の対応力強化に取り組みます。



5

ロ　得意分野や成長分野における事業推進強化
再エネ事業や放射性廃棄物処分事業に係わる売上拡大に努めました。
前者に係わり海洋調査部門を一つの組織に統合し、物理探査からボー
リングまでワンストップでサービスを提供する体制を整備しました。
また海上鋼製櫓の増設、ＣＰＴ調査船所有企業との営業提携等の取組
みの結果、同部門の売り上げは第71期9.0億円、第72期13.0億円、第73
期26.4億円、第74期8.3億円となりました。全般に売り上げを伸ばして
きたものの、当社顧客が事業者として選定される・されないが大きな
変動要因であり、また第73期には現場トラブルによる利益減となるな
どのリスクも発現し、引き続き受注拡大とリスク管理に努めてまいり
ます。

ハ　災害対応の積極的推進
地震や豪雨に伴う土砂災害（斜面崩壊、河川堤防損壊等）では、地質・
土質に係る高度な知識と経験を駆使した発生原因の究明や対策検討が
欠かせません。第74期は能登半島地震等に係り、管轄事業所である北
陸支店で数億円規模の災害対応業務を受注し、全国の事業所が支援す
る体制で対応し、大きな社会貢献を果たしました。このような取組み
を災害対応以外の業務に拡充し、全社の売上と利益をさらに伸ばす取
組みを進めていきます。

ニ　持続的に発展する企業を目指した企業価値向上
定年延長、人事制度改訂、育児に伴う短時間勤務制度改訂、リモート
ワーク促進、リフレッシュ休暇制度改訂等の職場環境の整備を進めて
います。働きがいのある職場環境を整備し、社員が安心して業務に精
励するとともに新たな領域等に果敢にチャレンジできる企業を目指し
ます。この結果、年次有給休暇取得や育児休暇取得が増えるとともに、
社員各位の成長度と貢献度をそれぞれ適切に評価して給与および賞与
に反映させる人事制度を運用し、社員の働きがい向上を促進してきま
した。一方で、これら施策が生産性の低下に繋がり、第74期の一人当
たり売上高の減少を招いた可能性があります。これらの解決のため、
今後はＤＸ推進等を強化し、業務変革と働き方改革を両立させ、企業
価値向上と持続的発展、ならびに社員満足度向上に努めます。

　現在の日本社会は、介護問題が深刻化し、女性やシニアを含め多様な働き
方へのニーズが高まっています。当社においてもこれらを将来に亘る課題と
位置付け、業界を取り巻く市場環境の変化や、その中での当社の独自性への
期待を踏まえ、業績維持・拡大とともに働きがいのある企業、社会から必要
とされる企業を目指します。
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　この先の３年間を対象とする第６次中期経営計画は、長期的な将来展望を
見据え、技術開発やＤＸ推進による業務対応の効率化・高度化と働き方改革
推進、Ｍ＆Ａを含む協業・連携による販路拡大、社員自身の健康維持、株主
ならびに女性やシニアを含むあらゆる世代社員の満足度向上などを今後の重
要な対処すべき課題とします。創立82周年を迎える第75期は、上記の改善取
組みを着実に積み重ね、上場企業として将来に亘って安定した経営基盤構築
を目指してまいります。
　参考：中期経営計画　https://www.kge.co.jp/medium-term-plan.html

　⑹　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

項　　　　　　目 第　71　期
（2021年度）

第　72　期
（2022年度）

第　73　期
（2023年度）

第　74　期
（2024年度）

売 上 高（千円） － － 9,292,048 9,559,436
営 業 利 益（千円） － － 115,658 431,112
経 常 利 益（千円） － － 190,909 520,838
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） － － 157,795 353,840

１株当たり当期純利益 － － 181円34銭 406円13銭
総 資 産（千円） － － 9,614,889 9,766,445
純 資 産（千円） － － 4,214,481 4,533,305
自己資本当期純利益率（％） － － 3.7 8.1
（注） １． 第73期連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、第72期以前については

記載しておりません。また、第73期は連結初年度のため、自己資本当期純利益率は、期
末自己資本に基づいて計算しております。

 ２．  １株当たり当期純利益は、保有する自己株式数及び「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」制
度に残存する当社の株式数を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

②　当社の財産及び損益の状況

項　　　　　　目 第　71　期
（2021年度）

第　72　期
（2022年度）

第　73　期
（2023年度）

第　74　期
（2024年度）

売 上 高（千円） 8,755,254 9,383,433 9,158,753 9,215,306
営 業 利 益（千円） 501,288 515,774 162,127 413,876
経 常 利 益（千円） 558,482 594,475 236,230 501,837
当 期 純 利 益（千円） 344,031 330,139 124,958 340,303
１株当たり当期純利益 398円71銭 381円06銭 143円60銭 390円59銭
総 資 産（千円） 8,281,208 8,613,081 9,380,918 9,505,376
純 資 産（千円） 3,686,096 4,009,603 4,174,136 4,470,208
自己資本当期純利益率（％） 9.8 8.6 3.1 7.8
（注）  １株当たり当期純利益は、保有する自己株式及び「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」制度に残

存する当社の株式数を除く期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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　⑺　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会　　　社　　　名 資　本　金 当社の出資比率 主な事業内容

株式会社ユニオン・コンサルタント 23,000千円 100％ 地質調査業

　⑻　主 要 な 事 業 内 容 （2024年11月30日現在）
　当社グループは、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・
防災・海洋調査業務等を行い、これらに関連する測量、建設計画、設計等の
業務及び工事を事業としております。

　⑼　主 要 な 事 業 所 （2024年11月30日現在）
①　当社

本 社 東京都港区三田二丁目11番15号
関 東 支 社 東京都港区三田二丁目11番15号
海洋・エネルギー
事 業 部 東京都港区三田二丁目11番15号

北 関 東 支 店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目44番１号
横 浜 支 店 神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地
北 海 道 支 店 北海道札幌市北区麻生町七丁目３番12号
北 日 本 支 社 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番16号
北 陸 支 店 新潟県新潟市中央区紫竹山五丁目７番５号
中 部 支 社 愛知県名古屋市名東区上社二丁目184番地
西 日 本 支 社 大阪府大阪市西区北堀江二丁目２番25号
神 戸 支 店 兵庫県神戸市中央区御幸通五丁目２番15号
中 国 支 店 岡山県岡山市北区柳町一丁目１番１号
四 国 支 店 愛媛県松山市空港通三丁目12番12号
九 州 支 社 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号
事務所・営業所 釧路・函館・青森・盛岡・宮古・秋田・山形・福島・宇都宮・

群馬・水戸・千葉・川崎・長野・浜松・佐渡・上越・
岐阜・三重・南大阪・滋賀・奈良・和歌山・広島・島根・
山口・高知・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

駐 在 員 事 務 所 ベトナム国ハノイ

②　子会社
株式会社ユニオン・コンサルタント 北海道札幌市北区麻生町七丁目３番12号
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　⑽　従 業 員 の 状 況 （2024年11月30日現在）
①　企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
366名 １名減

②　当社の従業員数
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

351名 －
（注）従業員人数には理事２名を含み、社外への出向者２名及び休職者を除いております。

　⑾　主 要 な 借 入 先
①　当社（2024年11月30日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高 （ 千 円 ）

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,000,000
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 800,000
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 200,000
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 100,000
株 式 会 社 り そ な 銀 行 100,000
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100,000

②　子会社（2024年11月30日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高 （ 千 円 ）

株 式 会 社 北 洋 銀 行 102,399
株 式 会 社 北 海 道 銀 行 22,088
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２．会社の株式に関する事項（2024年11月30日現在）
　⑴　発行可能株式総数	 3,400,000株
　⑵　発行済株式の総数	 1,057,980株
　⑶　株　　　主　　　数	 955名
　⑷　大　　　株　　　主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 71,244 8.01

三 木 健 嗣 52,400 5.89

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 42,357 4.76

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 32,973 3.71

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 32,180 3.62

篠 川 宏 明 26,000 2.92

友 　 田 　 万 里 子 25,000 2.81

川 崎 地 質 従 業 員 持 株 会 24,831 2.79

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 24,120 2.71
内 藤 　 正 23,080 2.60

（注） １．持株比率は自己株式（168,987株）を控除して記載しております。
 ２． 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）の所有株式数は、役員への業績報酬の一環で

ある「役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」及び従業員の福利厚生サービスの一環である「従
業員株式給付信託（J-ESOP）制度」を含んでおります。

　⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
株 式 数 交付対象者

取 締 役
（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く） － －

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 で あ る も の を 除 く ） － －

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 － －

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
　⑴　取締役の氏名等（2024年11月30日現在）

氏 名 会社における地位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

栃 本 泰 浩 代 表 取 締 役 社 長 経 営 管 理 本 部 長

太 田 史 朗 代表取締役専務執行役員 企 画 ・ 技 術 本 部 長
株式会社ユニオン・コンサルタント取締役

中 山 健 二 取 締 役 常 務 執 行 役 員 監 査 統 括 部 長
濱 田 泰 治 取 締 役 執 行 役 員 関 東 支 社 長
沼 宮 内 　 　 　 信 取 締 役 執 行 役 員 企 画 ・ 技 術 本 部 副 本 部 長
土 子 雄 一 取締役（常勤監査等委員） 株式会社ユニオン・コンサルタント監査役
小 代 順 治 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 弁 護 士

蓮 沼 辰 夫 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 税 理 士
巴工業株式会社社外取締役（監査等委員）

（注） １．取締役（監査等委員）小代順治、蓮沼辰夫の両氏は社外取締役であります。
 ２． 取締役（監査等委員）小代順治氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相

当程度の知見を有するものであります。
 ３． 取締役（監査等委員）蓮沼辰夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有するものであります。
 ４． 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために取締役（監査等

委員）土子雄一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
 ５． 当社は小代順治、蓮沼辰夫の両氏を取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け

出ております。
 ６． 当事業年度中における取締役の地位、担当および重要な兼職の異動は次のとおりであり

ます。
氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

土 子 雄 一
取 締 役 執 行 役 員
経 営 管 理 本 部
財 務 企 画 部 長 兼
株式会社ユニオン・コンサルタント監査役

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 兼

株式会社ユニオン・コンサルタント監査役
2024年２月27日

 ７． 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
 　　 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で、締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の対象者（役員、執行
役員、重要な使用人等）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約により、被保険者の損害賠償請求による損害が塡補されることとなります。

　⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（監査等委員）土子雄一氏、小代順治氏及び蓮沼辰夫氏は、
損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限
度額は法令が規定する額としております。
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　⑶　取締役の報酬等
　　①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
　　　　 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の限度額は2016年２

月26日開催の第65期定時株主総会において年額180,000千円以内、監査等
委員である取締役の報酬等の限度額は同総会において年額38,400千円以
内と決議しておりますが、当該決議時の取締役員数は取締役（監査等委
員である取締役を除く）が８名、監査等委員である取締役は３名であり
ます。役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る方針につきま
しては、以下のとおりであります。

　　　　 なお取締役会は当事業年度に係る報酬等についてその内容の決定方法や
その決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断し
ております。

イ　基本方針
　　 　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセン

ティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準
とすることを基本方針としています。

ロ　取締役（監査等委員である取締役を除く）
　　 　取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する基本報

酬と、会社業績に応じて支給する賞与及び株式報酬で構成されており
ます。

　　 　基本報酬は月例の固定報酬とし、代表取締役社長 栃本泰浩（経営全
般）と代表取締役専務執行役員 太田史朗（技術全般）が株主総会で決
議された報酬総額の範囲内において、役職、担当職務、各期の業績、
貢献度等を総合的に勘案して決定しております。２名の代表取締役を
決定権者とした理由は、各取締役の当社全体の業績等への関与・責任
度合いについて評価を行うには代表取締役が適していると判断したた
めであります。

　　 　賞与は定性評価基準として、各取締役の経営への貢献度（使用人部
分を除く）を総合的に評価しております。

　　 　株式報酬は定量評価の基準として、売上高・営業利益の年度毎の達
成状況を評価し役位に応じてポイントを付与しております。当該指標
を定量評価の基準としている理由といたしましては、当社株価の変動
を大きく左右すると判断したためであります。

　　 　なお、当事業年度は単体売上高は未達であったものの、単体営業利
益は目標を達成したため、最終ポイント付与時の達成係数は、0.5を採
用しました。

　　 　なお、株式報酬は上記取締役報酬の限度額とは別額であります。本
株式報酬は監査等委員を除く取締役と執行役員、理事を対象として
2017年２月24日開催の第66期定時株主総会において１事業年度当たり
32,000株（うち取締役分として16,000株）を上限として決議しておりま
す。当該決議時の取締役員数（監査等委員を除く）は８名であります。
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ハ　監査等委員である取締役
　　 　監査等委員の報酬等の額は、固定報酬である「基本報酬」のみで構

成し、その具体的な金額は、①に記載の限度額の範囲内において、監
査等委員である取締役の協議の上、定めております。

　　②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数

（人）固定報酬
業績連動報酬

賞与 株式報酬
（ＢＢＴ）

取締役
（監査等委員を除く） 50,440 42,059 6,406 1,975 6

取締役
（監査等委員） 11,089 11,089 － － 2

社外取締役
（監査等委員） 7,200 7,200 － － 2

（注） １． 当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く）は５名、監査等委員である取締役は３
名（うち社外取締役２名）であります。

 ２． 上記には2024年２月27日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監
査等委員を除く）１名及び取締役（監査等委員）１名を含んでおります。

 ３． 当事業年度における業績連動報酬は賞与及び株式報酬（ＢＢＴ）であります。

　⑷　社外役員に関する事項
　　①　 他の法人等の重要な兼職の状況（他の法人等の業務執行者である場合）

及び当社と当該他の法人等との関係
　　　　　該当事項はありません。
　　②　他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係
　　　　　 蓮沼辰夫氏は巴工業株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任してお

りますが、当社との間に取引はございません。
　　③　当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

社外取締役
（監査等委員）小　代　順　治

当事業年度に開催された取締役会に14回中14回出席し、
監査等委員会に13回中13回出席いたしました。
弁護士の資格を有し、特にコンプライアンスについての最
新の知見をもって、会計監査人との面談や取締役会及び
監査等委員会において、適宜必要な発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員）蓮　沼　辰　夫

当事業年度に開催された取締役会に14回中14回出席し、
監査等委員会に13回中13回出席いたしました。
税理士の資格を有し、特に財務会計について最新の知見
をもって、会計監査人との面談や取締役会及び監査等委
員会において、適宜必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
　⑴　名　　　称　　　　みおぎ監査法人
　⑵　報酬等の額

区 分 支払額（千円）

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000

・ 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 25,000

（注） １． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

 ２．会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
 　　 監査等委員会は、取締役、関係部門及び会計監査人より必要な情報の入手、報告を受け

た上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠
について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査
人の報酬等の額について会社法第399条第１項の同意を行っております。

　⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号のいずれかに該
当すると認められた場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任
いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に
招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発
生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、
会計監査人の解任または不再任の方針に関する議案を決定し、取締役会は、
当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

６．業務の適正を確保するための体制
　⑴　業務の適正を確保するための体制の整備

　当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の
概要は以下のとおりであります。
①　 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制
イ　 法令遵守体制の円滑な運営を図るために、当社行動綱紀、コンプライ

アンス規程を定める。内部統制委員会を設け、内部統制システムの構
築・改善・維持を推進する。法令遵守・内部統制の実施・維持は監査
統括部が担当する。法令遵守・内部統制に係る規程・ガイドラインの
策定等の立案は各担当部署においてもできるものとする。

ロ　 取締役は、当社における重大な法令違反、その他法令遵守に関する重
大な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく
取締役会にも報告するものとする。
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ハ　 法令違反、その他法令遵守に関する重大な事実についての社内報告体制
を担保するために、社内通報規程に基づき社内通報システムを整備する。

ニ　 監査等委員は、当社の法令遵守体制、社内通報システムの運用に問題
があると認められる場合には、改善の策定を求めることができる。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報は、社内情報管理規程・文書管理規程等に
基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に検索できる状態で保存・
管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ　 当社は、業務執行に係るリスクについて、個々の管理責任者をおき、

リスクの把握と管理をする体制を整備する。
ロ　 リスク管理体制の円滑な運用を図るためリスク管理規程を定め、個々

のリスクについては、管理責任者が、リスク管理並びに対応・対処を
行う。重大なる不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする
対策本部を設置し、必要に応じて情報連絡チームや社外アドバイザー
を組織し、迅速な対応を行い、被害損失の拡大を防止する。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ　 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために毎月１回、

必要に応じて適時臨時の取締役会を開催し、その審議を経て執行決定
を行う。

ロ　取締役会の決定に基づく業務執行は、当社規程の定めに即し実施する。

⑤　当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
イ　 グループ各社と緊密な連携を図り、企業集団としての経営の健全性及

び効率性の向上に資することを目的として「関係会社管理規程」を制
定し、規程に基づいてグループ会社を管理する「関連事業統括室」を
設置する。

ロ　 関連事業統括室は「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社の経
営内容の把握、経営指導を実施する。

ハ　 当社の監査等委員は、当社の監査に必要な範囲で関係会社に対し、事
業経過の概要につき報告を求めることがある。

ニ　 当社は、当社の監査に必要な範囲で関係会社の会計について監査する
ことがある。

⑥　 当社の監査等委員の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制、
及び当該取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）
からの独立性に関する事項、並びに当該取締役及び社員に対する指示の
実効性確保に関する事項

イ　 監査等委員の職務を補助する取締役及び使用人に関する監査等委員補
助者規程を定め、監査等委員からの申請があったときに監査等委員補
助者を任命する。
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ロ　 監査等委員補助者の人事に係る事項は、監査等委員会の同意を得た上
で、取締役会が決定し、監査等委員補助者の独立性を確保する。

ハ　 監査等委員からの指示の実効性を確保するため、監査等委員補助者は、
その職務に関して監査等委員の指揮命令のみに服す。

⑦　 当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、及び
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、並
びに報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

イ　 取締役及び使用人は、法令違反並びに法令遵守に関する重大な事実が
当社業務や業績に重要な影響をおよぼすと判断される場合には、都度、
監査等委員会に報告するものとする。監査等委員会が選定する監査等
委員は、前記に関わらず、いつでも取締役及び使用人に対して報告を
求めることができる。

ロ　 社内通報規程の運用により、監査等委員会への法令違反・その他法令
遵守に関する円滑な報告体制を確保する。

ハ　 当社は、上記の報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を
行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する。

⑧　 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還手
続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は
償還等の請求をした場合は、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑨　反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては
毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じないとともに、
取引関係も含めた一切の関係を遮断する。また、外部専門機関と連携し、
反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行う。

　⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は監査等委員会制度を採用しており、取締役会、監査等委員会の各機
関を設置しております。取締役会は監査等委員である取締役３名を含む８名
で構成されており、監査等委員会は１名の取締役（常勤監査等委員）と２名
の社外取締役（監査等委員）で構成されています。
　当社は、取締役会において内部統制基本方針の見直しを定期的に行い、そ
の実施状況を、毎月開催する取締役会で報告する体制を採っております。当
社業務の執行状況が当社取締役会で報告されることにより、社外取締役が独
立した立場から当社の経営に関する監視ができる体制を整備しております。
　また、取締役（常勤監査等委員）は、当社取締役会のほか社内の重要会議
に出席するとともに、取締役等から直接業務執行の状況について聴取を行い、
業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視
する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
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連	結	貸	借	対	照	表
（2024年11月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

完成調査未収入金及び契約資産

未 成 調 査 支 出 金

材 料 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

6,104,629

1,832,649

11,756

3,587,052

574,142

519

98,863

△352

3,661,815

2,614,991

695,398

127,706

1,538,475

245,529

7,880

41,483

1,005,341

615,316

1,808

139,491

248,726

流 動 負 債 4,174,617
調 査 未 払 金 712,916
短 期 借 入 金 2,220,000
1年内償還予定の社債 100,000
1年内返済予定の長期借入金 68,588
リ ー ス 債 務 91,401
未 払 法 人 税 等 220,951
賞 与 引 当 金 7,169
未 成 調 査 受 入 金 236,692
そ の 他 516,897
固 定 負 債 1,058,522

社 債 100,000
長 期 借 入 金 135,899
リ ー ス 債 務 181,785
役員退職慰労引当金 817
退職給付に係る負債 584,219
そ の 他 55,800
負 債 合 計 5,233,140

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,238,186
資 本 金 819,965
資 本 剰 余 金 826,345
利 益 剰 余 金 3,120,850
自 己 株 式 △528,973
その他の包括利益累計額 295,118

その他有価証券評価差額金 281,661
退職給付に係る調整累計額 13,456
純 資 産 合 計 4,533,305

資 産 合 計 9,766,445 負 債 純 資 産 合 計 9,766,445
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連	結	損	益	計	算	書
2023年12月１日から〔2024年11月30日まで〕

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,559,436

売 上 原 価 6,895,495

売 上 総 利 益 2,663,941

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,232,829

営 業 利 益 431,112

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 19,651

雑 収 入 104,467 124,118

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,343

雑 損 失 2,049 34,392

経 常 利 益 520,838

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 51,413 51,413

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 572,251

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 238,425

法 人 税 等 調 整 額 △20,014 218,411

当 期 純 利 益 353,840

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 353,840

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
2023年12月１日から〔2024年11月30日まで〕

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 819,965 826,345 2,811,460 △528,874 3,928,896

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △44,450 △44,450

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 353,840 353,840

自 己 株 式 の 取 得 △99 △99

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 309,389 △99 309,290

当連結会計年度末残高 819,965 826,345 3,120,850 △528,973 4,238,186

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額

当連結会計年度期首残高 280,608 4,976 285,585 4,214,481

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △44,450

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 353,840

自 己 株 式 の 取 得 △99

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ） 1,053 8,480 9,533 9,533

当連結会計年度変動額合計 1,053 8,480 9,533 318,823

当連結会計年度末残高 281,661 13,456 295,118 4,533,305

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表
  （連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
連結子会社の数　　１社
連結子会社の名称　株式会社ユニオン・コンサルタント

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社の名称

文化財調査コンサルタント株式会社
ＯＨＹＡ　ＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ　ＥＮＥＲＧＹ株式会社

持分法を適用しない理由
　持分法を適用していない関連会社は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外し
ております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　当連結会計年度より、連結子会社の株式会社ユニオン・コンサルタントは決算日を３
月31日から11月30日に変更しております。
　この決算日の変更に伴い、当連結会計年度において、当該連結子会社については、
2023年10月１日から2024年11月30日までの14か月間を連結対象期間としております。
　なお、決算日を変更した連結子会社の2023年10月１日から2024年11月30日までの損益
については、連結損益計算書を通して調整する方法を採用しております。

４．会計方針に関する事項
　⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　①　有価証券
　　　　子会社及び関連会社株式
　　　　　移動平均法による原価法
　　　　その他有価証券
　　　　　市場価格のない株式等以外のもの
　　　　　　 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）
　　　　　市場価格のない株式等
　　　　　　移動平均法による原価法

　　②　棚卸資産
　　　　未成調査支出金
　　　　　 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）
　　　　材料貯蔵品
　　　　　 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）
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　⑵　固定資産の減価償却の方法
　　①　有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定率法
　　　　 ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
　　　　　主な耐用年数
　　　　　建物及び構築物　　　　３年～50年
　　　　　機械装置及び運搬器具　２年～８年

　　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法

　　③　リース資産
　　　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法

　⑶　引当金の計上基準
　　①　貸倒引当金
　　　 　債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
おります。

　　②　賞与引当金
　　　 　従業員への賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属す

る額を計上しております。

　　③　役員退職慰労引当金
　　　 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しております。

　⑷　退職給付に係る会計処理の方法
　　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　 　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、期間定額基準によっております。

　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　 　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理することとしております。過去勤務費用については、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。

　　③　小規模企業による簡便法の採用
　　　 　連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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　⑸　収益及び費用の計上基準
　　 　当社グループは地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行ってお

り、当該履行義務は調査業務の進捗に伴い支配が顧客に移転し、一定の期間にわたり充
足されるため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定
の期間にわたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法
は、主として発生原価に基づくインプット法（工事原価総額に対する発生した工事原価
の割合）によっております。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もる
ことができない場合には、原価回収基準を適用しております。また、少額又は期間がご
く短い業務については、一定の期間にわたり収益を認識せず、引渡時点において履行義
務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

  （会計上の見積りに関する注記）
履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　売上高　7,293,605千円（うち川崎地質株式会社　7,207,243千円）

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
　　 　履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高については、

決算日までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日におけ
る工事進捗度を見積り、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算出しております。

　
　②　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　　「工事原価総額」
　　 　契約案件ごとの実行予算に基づいて見積もっております。実行予算の策定にあ

たっては施工方法や仕様内容、作業工程に応じて人件費や外注費等の工数を積み上
げて策定しております。また、調査着手後も継続的に実行予算に基づく工事原価の
事前の見積と実績を対比することによって、適時・適切に工事原価総額の見積の見
直しを行っております。

　③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　　 　工事原価総額の見積りは、仕様の変更、外注費の変動、自然災害やパンデミック

（世界的流行病）発生等による調査の中断、実行予算策定時に顕在化していなかっ
た事象の発生等の様々な要因により変動する可能性があり、その結果、翌連結会計
年度の連結計算書類において、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり
認識する売上高の金額に重要な影響を与える可能性があります。

  （追加情報）
  （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

⑴　役員株式給付信託（ＢＢＴ）
　 　当社は、役員等に対して業績や株価を意識した経営を動機付け、かつ株主との利益

意識を共有することを目的として「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しております。
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　①　取引の概要
　　 　本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、受益者要件を満

たした者に対して当社株式を給付する仕組みです。給付する株式については、あら
かじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理する
ものとします。

　②　会計処理
　　 　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第30号2015年３月26日）に準じております。

　③　信託が保有する自社の株式に関する事項
　　 　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）に

より、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における
当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、44,360千円、17,744株であります。

⑵　従業員株式給付信託（J-ESOP）
　 　当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価

や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株
価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「従業員株式給
付信託（J-ESOP）」を導入しております。

　①　取引の概要
　　 　本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職

した場合に当該退職者に対し当社株式を給付する仕組みです。
　　 　当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積

したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者に対し給付する株式につい
ては、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分
別管理するものとします。

　　 　また、信託銀行は制度加入者である当社従業員（信託管理人）の指図に基づき議
決権を行使します。

　　 　本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人
材の確保にも寄与することが期待されます。

　②　会計処理
　　 　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第30号2015年３月26日）第20項を適用し、従来採用していた方法を
継続しております。

　③　信託が保有する自社の株式に関する事項
　　 　信託における帳簿価額は、当連結会計年度140,705千円であります。信託が保有

する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しておりません。
　　 　また、期末株式数は、当連結会計年度は53,500株であります。期中平均株式数は、

当連結会計年度は57,069株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株当
たり情報の計算上、控除する自己株式数に含めておりません。
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  （連結貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 2,203,091千円

２．担保に供している資産及びこれに対する債務
　⑴　担保に供している資産

建物及び構築物 356,339千円
土地 1,255,387千円
　計 1,611,726千円

　⑵　上記に対する債務
短期借入金 1,100,000千円
１年内返済予定の長期借入金  9,996千円
１年内償還予定の社債  100,000千円
長期借入金  46,663千円
社債  100,000千円
　計 1,356,659千円

  （連結株主資本等変動計算書に関する注記）
　⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,057,980株

　⑵　剰余金の配当に関する事項
　　①　配当金支払額等
決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日
2024年２月27日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 22,225千円 25円 2023年

11月30日
2024年

２月28日
2024年７月11日
取 締 役 会 普 通 株 式 22,224千円 25円 2024年

５月31日
2024年

８月５日
（注） 2024年２月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には「従業員株式給付信託

（J-ESOP）及び役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」が保有する当社株式に対する配当金1,946
千円が含まれており、2024年７月11日開催の取締役会決議による配当金の総額には「従業員
株式給付信託（J-ESOP）及び役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」が保有する当社株式に対
する配当金1,866千円が含まれております。

　　②　 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度
になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日
2025年２月27日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 利益剰余金 22,224千円 25円 2024年

11月30日
2025年

２月28日

（注） 2025年２月27日定時株主総会決議予定による配当金の総額には「従業員株式給付信託
（J-ESOP）及び役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」が保有する当社株式に対する配当金1,781
千円が含まれております。
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  （金融商品に関する注記）
⑴　金融商品の状況に関する事項
　①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金調達計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入や社債発行に
より調達しております。また、一時的な余資は運転資金として利用しており、投機的な
取引は行わない方針であります。

　②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び完成調査未収入金については、顧客の信用リスクに晒
されております。
　投資有価証券は、主として長期保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒
されております。
　営業債務である調査未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払いであります。
　社債及び借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備等投資資金（長期）で
あり、償還日（又は返済期日）は決算後、最長で７年あります。

　③　金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権につきましては、販売管理規程に従い、各支社支店が取引先の状況を定期的
にモニタリングし、残高を管理するとともに回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
す。
　投資有価証券は、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。

　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込
んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあ
ります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　 　2024年11月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。また、現金及び預金、受取手形、完成調査未収入金及び契約資
産、調査未払金、短期借入金については、現金であること及び短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

⑴　投資有価証券 576,386 576,386 －
資 産 計 576,386 576,386 －
⑴　長期借入金（※） 204,487 202,132 △2,354
⑵　社債（※） 200,000 198,419 △1,580
負 債 計 404,487 400,551 △3,935
（※）１年内返済予定の長期借入金及び１年内償還予定の社債を含めております。
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（注）１． 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。

区　　　　　　分 連結貸借対照表計上額（千円）
非 上 場 株 式 22,930
関 係 会 社 株 式 16,000

２．金銭債権の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

⑴　現金及び預金 1,832,649 － － －
⑵　受取手形 11,756 － － －
⑶　完成調査未収入金 481,229 － － －
合 計 2,325,634 － － －

３．長期借入金の決算日後の返済予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 68,588 121,480 14,419 －

４．社債の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

社債 100,000 100,000 － －

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ
ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。
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　①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区　　　　　　分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

株式 576,386 － － 576,386
資 産 計 576,386 － － 576,386

　②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区　　　　　　分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金
社債

－
－

202,132
198,419

－
－

202,132
198,419

負 債 計 － 400,551 － 400,551

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて
いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金
　時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

社債
　時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り
引いた現在価値により算定しているため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

  （賃貸等不動産に関する注記）
賃貸等不動産の状況に関する事項
　当社では、主に東京都港区内において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用オフィ
スビルを所有しております。なお、その一部については、当社が使用しているため、賃
貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
　当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、
当連結会計年度増減額及び時価は次のとおりであります。

連　結　貸　借　対　照　表　計　上　額（千円） 当連結会計年度末の時価
（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,462,238 △16,775 1,445,482 2,287,689
（注） １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
 ２．当連結会計年度増減額のうち、増加はなく減少は減価償却（16,775千円）であります。
 ３． 当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」に基づい

て自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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　また、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する2024年11月期におけ
る損益は次のとおりであります。

賃貸収益（千円） 賃貸費用（千円） 差額（千円） その他（売却損益等）
（千円）

64,774 24,028 40,746 －
（注）  賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、オフィスとして当社が使用している

部分も含むため、当該部分の賃貸収益及び当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保
険料、租税公課等）は計上されておりません。

  （収益認識に関する注記）
⑴　収益の分解

　当社グループは、建設コンサルタント事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客
との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

 （単位：千円）
建設コンサルタント事業

一時点で移転される
財又はサービス

一定期間にわたり移転
される財又はサービス 合計

国・官公庁 207,852 3,636,540 3,844,392
地方公共団体 863,189 801,599 1,664,788
民間その他 1,194,790 2,855,465 4,050,255
顧客との契約から
生じる収益 2,265,831 7,293,605 9,559,436

その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 2,265,831 7,293,605 9,559,436

⑵　収益を理解するための基礎的な情報
　「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）４．会計方針
に関する事項⑸　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

 （単位：千円）
当連結会計年度期首 当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 527,522 481,229
契約資産 3,008,680 3,105,823
契約負債 216,305 236,692
（注）  １． 契約資産は、顧客との建設コンサルタント事業に係る契約のうち、履行義務が一定の期

間にわたり充足される場合に該当するものについて、期末日時点で収益を認識している
が未請求の履行義務に係る対価に対する権利に関するものです。契約資産は、対価に対
する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えます。

 ２． 契約負債は、顧客との建設コンサルタント事業に係る契約について、一定の支払条件に
基づき顧客から受け取った前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取
り崩します。
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②　残存履行義務に配分した取引価格
　 　当連結会計年度末において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は5,699,092千

円であり、顧客との建設コンサルタント事業に係る契約に関する取引によるものです。
当該取引は契約の履行に応じ、期末日後概ね２年以内に収益認識される予定です。

  （１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 5,203円23銭

２．１株当たり当期純利益 406円13銭

  （重要な後発事象に関する注記）
　　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（2024年11月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
完成調査未収入金及び契約資産
未 成 調 査 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

5,897,584
1,748,213

11,756
3,508,537

538,666
519

66,248
23,997
△352

3,607,791
2,466,231

636,893
2,489

127,703
0

1,793
1,453,068

244,283
39,606
17,499
18,732
3,374

1,101,952
589,099
126,983

8,540
1,808

77,896
145,430
53,119
99,074

流 動 負 債 4,052,937
調 査 未 払 金 686,510
短 期 借 入 金 2,200,000
1年内償還予定の社債 100,000
１年内返済予定の長期借入金 50,000
リ ー ス 債 務 90,751
未 払 金 25,505
未 払 費 用 381,194
未 払 消 費 税 等 53,935
未 払 法 人 税 等 219,756
未 成 調 査 受 入 金 195,297
預 り 金 39,363
前 受 収 益 770
そ の 他 9,851

固 定 負 債 982,229
社 債 100,000
長 期 借 入 金 50,000
リ ー ス 債 務 181,189
退 職 給 付 引 当 金 595,239
預 り 保 証 金 55,800
負 債 合 計 5,035,167

純 資 産 の 部
株 主 資 本 4,191,812
資 本 金 819,965
資 本 剰 余 金 826,345
資 本 準 備 金 826,345
利 益 剰 余 金 3,074,476
利 益 準 備 金 143,748
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,930,727

買換資産圧縮積立金 82,208
別 途 積 立 金 1,126,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,722,518

自 己 株 式 △528,973
評価・換算差額等 278,396

その他有価証券評価差額金 278,396
純 資 産 合 計 4,470,208

資 産 合 計 9,505,376 負 債 純 資 産 合 計 9,505,376
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
2023年12月１日から〔2024年11月30日まで〕

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 9,215,306

売 上 原 価 6,670,417

売 上 総 利 益 2,544,888

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,131,012

営 業 利 益 413,876

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 19,347

雑 収 入 100,518 119,866

営 業 外 費 用

支 払 利 息 30,085

雑 損 失 1,819 31,905

経 常 利 益 501,837

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 51,413 51,413

税 引 前 当 期 純 利 益 553,250

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 232,961

法 人 税 等 調 整 額 △20,014 212,946

当 期 純 利 益 340,303

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
2023年12月１日から〔2024年11月30日まで〕

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金
合 計買 換 資 産

圧縮積立金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 819,965 826,345 826,345 143,748 82,208 1,126,000 1,426,665 2,778,623 △528,874 3,896,058

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △44,450 △44,450 △44,450

当 期 純 利 益 340,303 340,303 340,303

自 己 株 式 の 取 得 △99 △99

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 （ 純 額 ）

－

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 295,852 295,852 △99 295,753

当事業年度期末残高 819,965 826,345 826,345 143,748 82,208 1,126,000 1,722,518 3,074,476 △528,973 4,191,812

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当事業年度期首残高 278,077 278,077 4,174,136

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △44,450

当 期 純 利 益 － 340,303

自 己 株 式 の 取 得 － △99

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 （ 純 額 ）

318 318 318

事業年度中の変動額合計 318 318 296,072

当事業年度期末残高 278,396 278,396 4,470,208

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式
　移動平均法による原価法
その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの
　　 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）
　市場価格のない株式等
　　移動平均法による原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成調査支出金
　 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）
材料貯蔵品
　 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法
　 ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
　なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
　　建物　　　　　６～46年
　　機械及び装置　２～８年
無形固定資産（リース資産を除く）
　 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法
リース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法

　
４．引当金の計上基準

貸倒引当金
　 債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。
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退職給付引当金
　 従業員等の退職給付に備え、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各期の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を
それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。過去勤務費用について
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を費用処理しております。

５．収益及び費用の計上基準
　当社は地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行っており、当該
履行義務は調査業務の進捗に伴い支配が顧客に移転し、一定の期間にわたり充足される
ため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間に
わたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主と
して発生原価に基づくインプット法（工事原価総額に対する発生した工事原価の割合）
によっております。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることがで
きない場合には、原価回収基準を適用しております。また、少額又は期間がごく短い業
務については、一定の期間にわたり収益を認識せず、引渡時点において履行義務が充足
されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

  （会計上の見積りに関する注記）
履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
　　売上高　7,207,243千円

⑵　識別した項目に係る会計上の見積の内容に関する情報
　①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法
　　 　履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する売上高については、

決算日までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日におけ
る工事進捗度を見積り、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算出しております。

　②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　　「工事原価総額」
　　 　契約案件ごとの実行予算に基づいて見積もっております。実行予算の策定にあ

たっては施工方法や仕様内容、作業工程に応じて人件費や外注費等の工数を積み上
げて策定しております。また、調査着手後も継続的に実行予算に基づく工事原価の
事前の見積と実績を対比することによって、適時・適切に工事原価総額の見積の見
直しを行っております。
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　③　翌事業年度の計算書類に与える影響
　　 　工事原価総額の見積りは、仕様の変更、外注費の変動、自然災害やパンデミック

（世界的流行病）発生等による調査の中断、実行予算策定時に顕在化していなかっ
た事象の発生等の様々な要因により変動する可能性があり、その結果、翌事業年度
の計算書類において、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識する
売上高の金額に重要な影響を与える可能性があります。

  （追加情報）
  （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

連結注記表の（追加情報）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

  （貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 2,092,183千円

２．担保に供している資産及びこれに対する債務
　⑴　担保に供している資産

建物 322,365千円
土地 1,173,779千円
　計 1,496,144千円

　⑵　上記に対する債務
短期借入金 1,100,000千円
１年内償還予定の社債 100,000千円
社債 100,000千円
　計 1,300,000千円

３．関係会社に対する金銭債務 810千円

  （損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
仕入高 3,756千円
一般管理費 1,472千円

  （株主資本等変動計算書に関する注記）
　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数㈱ 当期増加株式数㈱ 当期減少株式数㈱ 当期末株式数㈱
自己株式

普通株式 186,694 37 － 186,731
合計 186,694 37 － 186,731

（注） １． 普通株式の自己株式の当期末株式数には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が
所有する「役員株式給付信託（ＢＢＴ）制度」の株式が含まれております。

 ２．自己株式（普通株式）の増加37株は単元未満株式の買取によるものであります。
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  （税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 12,998千円
未払事業所税 1,396千円
退職給付引当金 182,262千円
減損損失 15,957千円
投資有価証券評価損 2,798千円
関係会社株式評価損 1,530千円
賞与 72,408千円
その他 36,203千円

繰延税金資産の小計 325,556千円
評価性引当額 △22,585千円

繰延税金資産の合計 302,971千円
繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 36,281千円
その他有価証券評価差額金 121,259千円

繰延税金負債の合計 157,541千円
繰延税金資産の純額 145,430千円

  （収益認識に関する注記）
　 　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表

の（収益認識に関する注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

  （１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 5,130円81銭

２．１株当たり当期純利益  390円59銭

  （重要な後発事象に関する注記）
　　該当事項はありません。
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所　在　地

●本社
〒108-8337　東京都港区三田 2-11-15（三田川崎ビル）
TEL 03-5445-2071　FAX 03-5445-2073

●企画・技術本部
〒108-8337　東京都港区三田 2-11-15（三田川崎ビル）
TEL 03-5445-2088　FAX 03-5445-2093

●関東支社
〒108-8337　東京都港区三田 2-11-15（三田川崎ビル）
TEL 03-5445-2081　FAX 03-5445-2097

●北関東支店
〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮 5-44-1（TAKビル）
TEL 048-682-1881　FAX 048-688-5506

●横浜支店
〒231-0016　横浜市中区真砂町 4-43（木下商事ビル）
TEL 045-680-1411　FAX 045-680-1422

●海洋・エネルギー事業部
〒108-8337　東京都港区三田 2-11-15（三田川崎ビル）
TEL 03-5445-2090　FAX 03-5445-2095

●北海道支店
〒001-0045　札幌市北区麻生町 7-3-12（U.C.BLD）
TEL 011-350-0044　FAX 011-350-0042

●北日本支社
〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡 3-4-16（ビレッジ106）
TEL 022-792-6330　FAX 022-792-6331

●北陸支店
〒950-0914　新潟市中央区紫竹山 5-7-5
TEL 025-241-6294　FAX 025-241-6226

●中部支社
〒465-0025　名古屋市名東区上社 2-184
TEL 052-775-6411　FAX 052-775-6415

●西日本支社
〒550-0014　大阪市西区北堀江 2-2-25（久我ビル南館）
TEL 06-7175-7700　FAX 06-6535-8880

●神戸支店
〒651-0087　神戸市中央区御幸通 5-2-15（大同ビル）
TEL 078-222-5380　FAX 078-222-5381

●中国支店
〒700-0904　岡山市北区柳町 1-1-1（住友生命ビル）
TEL 086-224-7977　FAX 086-224-7987

●四国支店
〒791-0054　松山市空港通 3-12-12
TEL 089-903-8307　FAX 089-903-8308

●九州支社
〒812-0016　福岡市博多区博多駅南 2-9-11（三共福岡ビル）
TEL 092-292-4386　FAX 092-418-1180



鋼製櫓を水平に設置できる新たな装置を開発しました
（特許第7096561号（共同））

地中レーダの探査深度向上に取り組んでいます

　高さ調整用のスパッド（脚部）とロック機構付きのアタッチメントからなる不陸調整装置を現行の
鋼製櫓の底部に取り付け、海底面の傾斜と凹凸に対して鋼製櫓を水平に設置できる新たな装置を開発
しました。これにより洋上風力発電事業等の地質調査において業務コストの低減に貢献します。

写真－２　凹凸のある海底面での設置状況写真－１　不陸調整

　弊社では、1993年から、連続波レーダ（SF-CW）やチャープレーダの開発に着手し、５～10m程度
の深部まで探査できる装置を開発し調査で使用しています。現在、広域且つ短時間で探査可能な「車
載型の探査深度を５～10m程度まで可能」にするよう開発に取り組んでいます。
＜下水道管の管路管理への適用（可探深度　現状～２m程度、今後５～10mへ）＞
　繰り返し探査とAI解析
を組み合わせた「効率的
な地下構造の変化の追跡」
により、可探深度に達し
た拡大空洞や新規空洞を
早期に発見し、異常箇所
のスクリーニング（選別す
ること）によって管路維持
管理を効率化するととも
に、予防保全に貢献します。

不陸調整装置

繰り返し
探査

重篤な異常箇所のスクリーニング

変化空洞 新規空洞



川崎地質株式会社
https://www.kge.co.jp/
〒108-8337 東京都港区三田 2-11-15（三田川崎ビル）
　　　　　　　 TEL.03-5445-2071 FAX.03-5445-2073

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

配当金受領株主確定日

株 主 名 簿 管 理 人

同 事 務 取 扱 場 所

郵便物送付先〔電話お問合せ先〕

単 元 株 式 数
公告掲載のホームページ

毎年12月１日から翌年11月30日まで
毎年２月
定時株主総会については11月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
期末配当金　11月30日
中間配当金　５月31日
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

（〒168-8507）
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-288-324（フリーダイヤル）
100株
https://www.kge.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故その
他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞
に掲載します。）

株　主　メ　モ


